
◎ ３
(4)－❸

②

◎ ３
(4)－❸

③

小学校及び中学校においては、「特別の教科　道徳」や総合的な学習の時間、特別活動等
で、高等学校においては、学校設定教科「人間と社会」や総合的な学習の時間、特別活動等
で児童・生徒に将来を考えさせたり、自己の可能性を見いださせるための基本的な指導方法
を身に付けている。

各教科等相互の関連性や系統性に留意し、望ましい勤労観・職業観を育成するために、全教
育活動において、計画的な指導を行っていくことの重要性を理解している。

特に東京都教育委員会が求める指導内容

・家庭・学校・地域・社会がそれぞれ期待される役割を果たし、社会全体の教育力で児童・生徒の教育を支
・える仕組を構築することの重要性を理解する。（「東京都教育ビジョン（第３次・一部改定）」）
・学校教育の中で果たすべき教師の役割を理解する。（「東京都人材育成基本方針」：教師に求められる基
・本的な四つの力）

内　容　（具体的な姿） 領　域
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 本章では、本カリキュラムと関連の深い資料を参考のため掲載している。

・教職課程コアカリキュラム 

（平成 29 年 11 月 17 日 教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検

討会 文部科学省） 

・東京都公立学校の校長・副校長及び教員としての資質の向上に関する 

指標   

（平成 29 年７月 東京都教育委員会） 

83 

 83 

Ⅵ
資
料



113 
 

「東京都公⽴学校の校⻑・副校⻑及び教員としての資質の 
向上に関する指標」について 

 
社会状況や子供を取り巻く環境の変化に伴い、学校教育における課題は一層複雑化・多

様化してきています。そのため、教員には、今までの指導⽅法を⾒直し⼯夫・改善すると
ともに、保護者や地域、関係機関等と連携・協働する⼒の育成が必要となっています。 

東京都教育委員会では、これら学校を取り巻く社会状況の変化に対応できるよう、平成
20 年 10 月に「東京都教員人材育成基本⽅針（平成 27 年 2 月一部改正）」を策定し、計
画的に人材育成に取り組んできました。 

今般、教育公務員特例法等の一部を改正する法律の施⾏により、教員の職責、経験及び
適性に応じて向上を図るべき校⻑・副校⻑及び教員としての資質の向上に関する指標が求
められています。そこで、東京都教育委員会は、「東京都公⽴学校の校⻑・副校⻑及び教
員としての資質の向上に関する指標（以下「指標」という。）」を策定し、教員自らが生
涯にわたって、キャリアに応じて求められる資質の向上に努められるようにしました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

東京の将来像と 
目指すべき 
子供たちの姿 

□誰もが自ら望む教育を受けられ、可能性を伸ばせる社会の実現 
□グローバル化の進展の中でたくましく生き抜く人間 
□共生社会の中で多様性を尊重し積極的に社会的役割を果たす自⽴した人間 

「東京都教育施策大綱〜東京の輝く未来を創造する教育の実現に向けて〜」 
（平成29年１月 東京都）

  
●教育に対する熱意と使命感をもつ教師 

・子供に対する深い愛情 
 ・教育者としての責任感と誇り 
 ・⾼い倫理観と社会的常識    
●豊かな人間性と思いやりのある教師 

・温かい心、柔軟な発想や思考 
 ・幅広いコミュニケーション能⼒      
●子供のよさや可能性を引き出し伸ばすこ

とができる教師 
・一人一人のよさや可能性を⾒抜く⼒ 

 ・教科等に関する⾼い指導⼒  
 ・自⼰研さんに励む⼒  
●組織人としての責任感、協調性を有し、

互いに高め合う教師     
 ・より⾼い目標にチャレンジする意欲  
 ・若⼿教員を育てる⼒ 
 ・経営参加への意欲  

「東京都教員人材育成基本⽅針」 
（平成20年10月 東京都教育委員会）

 
１ 全ての子供が学び成⻑し続けられる教育の

実現 
２ 新しい価値を創造する⼒を育む教育の推進 
３ 世界で活躍できる人材の育成 
４ 社会的自⽴に必要な⼒を育む教育の推進 
５ 悩みや課題を抱える子供に対するサポート

の充実 
６ 障害のある子供たちの多様なニーズに応え

る教育の実現 
７ オリンピック・パラリンピック教育の推進 
８ 子供たちの学びを⽀える教師⼒・学校⼒の

強化 
 
「東京都教育施策大綱〜東京の輝く未来を創造する教育の

実現に向けて〜」（平成29年１月 東京都） 

 
  

東京都の教育に求められる教師像 今後の教育施策における重要事項
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東京都公⽴学校の校⻑・副校⻑及び教員

教 員 
 教諭 主任教諭

指導教諭 基礎形成期 伸 長 期  充 実 期  
１～３年目 ４年目～ ９年目～ 

○教員としての基礎的な
⼒を⾝に付ける。 

○教職への使命感、教育
公務員としての自覚を
⾝に付ける。 

○知識や経験に基づく
実践⼒を⾼め、初任
者等に助言する。 

○主任教諭を補佐し、
分掌組織の一員とし
て貢献する。 

○校務分掌などにおける学
校運営上の重要な役割
を担当する。 

○同僚や若⼿教員への指
導的役割を担う。 

○⾼い専門性と優れた指
導⼒を⾝に付け、都公
⽴学校教員全体の授
業⼒の向上を図る。 

     

 
人
材
育
成
の
基
本
的
な
事
項 

学
習
指
導
力 

・学習指導要領の趣旨を踏まえ、ねらいに迫るための
指導計画の作成及び学習指導を⾏うことができる。 

・児童・生徒の興味・関心を引き出し、個に応じた指導がで
きる。 

・主体的な学習を促すことができる。 
・学習状況を適切に評価し、授業を進めることができ
る。 

・授業を振り返り、改善できる。 

・児童・生徒の主体的な学
習を促し、若⼿教員の模範
となる授業ができる。 

・若⼿教員の指導上の課題
を捉え、助言・提案等ができ
る。 

・授業改善や授業評価に 
ついて、実態や課題を捉 
え、解決策を提案でき 
る。 

・自らの授業を積極的に
公開するとともに、自校
又は他校の求めに応じて
授業を観察し、指導・助
言することができる。 

・教科指導資料等の開
発、模範となる教科指導
のための教材開発等を⾏
うことができる。 

生
活
指
導
力
・
進
路
指
導
力 

・児童・生徒と信頼関係を
構築して、授業、学級で
の規律を確⽴できる。 

・生活指導上の問題に直
面した際、他の教員に相
談しながら解決できる。 

・児童・生徒の状況に応じ 
たキャリア教育の計画を⽴ 
てることができる。 

・他学年や他学級の生
活指導上の問題につ
いて、共に対応したり、
効果的な指導方法に
ついて助言したりでき
る。 

・児童・生徒の個性や能
⼒の伸⻑並びに社会
性の育成を通して自己
実現を図る指導を⾏う
ことができる。 

・若⼿教員が抱える課題に
気付き、解決に向け指導・
助言することができる。 

・児童・生徒に自己有用感
をもたせることができる。 

・自校の課題について、解 
決策を提案することができ 
る。 

・児童・生徒の観察や他
の教員からの情報収集
に基づき、自校の生活
指導・進路指導の課題
を捉え、管理職と連携し
て、改善策を提案し、実
⾏することができる。 

・指導方針や指導方法の
徹底に向け主任教諭等
への指示や連絡・調整を
⾏うことができる。 

・児童・生徒の個性や能
⼒を把握し、自己実現
に向けた生活指導・進
路指導の計画・実施を
⾏うことができる。 

外
部
と
の
連
携
・
折
衝
力

・課題に応じて保護者や
地域、外部機関と連携を
図り、学年主任の助言に
基づいて、解決に向けて
取り組むことができる。 

・保護者会等の進め方を
理解し、保護者に伝える
内容を整理するとともに、
信頼関係を構築すること
ができる。 

・保護者・地域・外部機
関と協働し、課題を解
決することができる。 

・学校からの情報発信や
広報、外部からの情報収
集を適切に⾏うことができ
る。 

・外部機関等に対し学校の
考えを明確に示すとともに、
情報収集を適切に⾏うなど
して、円滑な関係を築くこと
ができる。 

・保護者・地域・外部機関と
協働し、教育活動をより⾼
いものにできる。 

・保護者・地域・外部機
関からの苦情や要請に対
して、円滑かつ迅速な対
応を図ることができる。 

・模範授業及び公開授業
を実施し、教科等の指導
技術を普及することができ
る。 

学
校
運
営
力 

組
織
貢
献
力 

・組織の一員として校務に
積極的に参画できる。 

・上司や先輩へ適切に報
告・連絡・相談するなど、
円滑なコミュニケーションを
図り校務を遂⾏できる。 

・担当する校務分掌につ
いての企画・⽴案や改
善策を提案できる。 

・上司や同僚とコミュニケ
ーションを図りながら、円 
滑に校務を遂⾏でき
る。 

・主幹教諭を補佐し、職務
を遂⾏するともに、担当する
校務分掌の職務について、
教諭等に指導・助言ができ
る。 

・学校の課題を捉え、校⻑・
副校⻑や主幹教諭に対応
策等について提案できる。 

・各会議や校務を遂⾏す
る場において、校⻑の経営
方針を周知徹底し、学校
運営を⾏うことができる。 
・教科指導⼒向上に必要な
研修や校内研究等の企画
を提案し、実施できる。 

 
教
育
課
題
に
関
す
る

対
応
力 

・教育課題に関わる法的
な位置付けや学習指導
要領の記述を確認するな
どして課題に対する知⾒
をもち、主体的に対応す
ることができる。 

・教育課題についての理
解を深め、主任教諭を
補佐し、分掌組織の一
員として、課題解決の
ために貢献できる。 

・教育課題に関する校務分
掌での重要な役割を担い、
主幹教諭を補佐するととも
に、同僚や若⼿教員に対し
て適切な助言ができる。 

・教育課題について⾼い
専門性と優れた指導⼒ 
を⾝に付け、学校組織 
における中心的な役割 
を担うとともに、管理職を
補佐し、教員の対応⼒ 
向上に関して適切に指
導・助言できる。 
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としての資質の向上に関する指標 

教員 教育管理職 

主幹教諭 副校⻑ 校⻑ 
  
○学校運営組織におけ 

る中心的な役割を担う。 
○管理職を補佐し、教員 

を育成する。 

○学校経営の視点で、
組織目標の達成や人
的管理ができる⼒を
⾝に付けるとともに、
所属職員の人材育成
について責任をもつ。 

○教育者として⾼い⾒
識をもち、広い視野
で学校経営ができる
⼒を⾝に付けるとと
もに、副校⻑等の
人材育成について
責任をもつ。 

  
・年間授業計画の実施 
状況を把握し、学年主 
任や教科主任に指導・ 
助言できる。 

・学校全体の年間授業 
計画や授業改善推進 
プラン、個別指導計画、 
評価計画等を作成する 
ことができる。 

学
校
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
事
項 

学
校
経
営
力 

・校⻑の経営方針を踏ま
え、学校が組織として機
能するよう、全教職員を
適材適所に配置して、
課題を解決できる。 

・学校経営目標達成
のため、学校経営上
の課題を早期に把握
し、課題解決のため、
組織的に学校改革
を推進することができ
る。 

・児童・生徒の観察や他 
の教員からの情報収集 
に基づき、自校の生活 
指導・進路指導の課題 
を捉え、管理職と連携し 
て、改善策を提案し、実 
⾏することができる。 

・指導方針や指導方法の 
徹底に向け主任教諭等 
への指示や連絡・調整を 
⾏うことができる。 

・児童・生徒の個性や能 
⼒を把握し、自己実現 
に向けた生活指導・進 
路指導の計画・実施を 
⾏うことができる。 

外
部
折
衝
力 

・保護者や地域、関係
機関の意⾒や要望を
的確に把握し、外部人
材活用や関係諸機関
との連携を積極的に進
めて、校⻑の助言を受
け、適切に対応できる。 

・保護者や地域、関
係機関等との信頼関
係を築き、適切に外
部人材を活用した学
校経営ができる。 

・保護者・地域・外部機 
関からの苦情や要請に 
対して、円滑かつ迅速な 
対応を図ることができる。 

・外部への情報発信や広 
報について、管理職と 
連携して、ねらいに基づ 
いた計画を⽴て、実施 
することができる。 

人
材
育
成
力 

・校⻑と共に授業観察
等を積極的に⾏い、全
教職員の適性や能⼒
を把握し、個々の職員
に合った人材発掘と人
材育成ができる。 

・人事考課制度を有
効に活用し、教員の
能⼒開発を⾏うととも
に、副校⻑や管理職
候補者等の人材発
掘と人材育成ができ
る。 

・各会議や校務を遂⾏す 
る場において、校⻑の経 
営方針を周知徹底し、 
学校運営を⾏うことがで 
きる。 

・校務分掌全体の進⾏管 
理や分掌間の調整をす 
るとともに、管理職と⼗ 
分協議して学校運営を 
することができる。 

教
育
者
と
し
て
の 

 
 

 

高
い
見
識 

・研修や自己啓発を通
して、学校の危機管
理、学校マネジメントや
経営哲学等を学び、実
践することができる。 

・教育に対する地域、
保護者等都⺠の期
待や保護者のニーズ
を把握し、⾼い⾒識
や教育理念に基づい
た学校経営を⾏い、
期待に応えることがで
きる。 

 
・教育課題について⾼い 
専門性と優れた指導⼒ 
を⾝に付け、学校組織 
における中心的な役割 
を担うとともに、管理職を 
補佐し、教員の対応⼒ 
向上に関して適切に指 
導・助言できる。 

・教育課題についての⾼い⾒識をもち、自校の教育目標の実
現に向けて適切に対応することができる。解決に向けた目標
設定を⾏い、的確に役割指示と組織編制を⾏い、⾒通しを
もって進⾏管理及び評価・改善することができる。 

 教育管理職候補者
○副校⻑として必要な学校運

営ができる⼒を⾝に付ける。
○自校の課題について、管理

職の視点から解決策を⽴案
できる。 

学
校
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
事
項 

学
校 
経
営
力 

・学校経営方針に
基づき、担当した
分掌における課題
について解決策を
提案し、教職員を
支援・指導して課
題を解決できる。 

外
部 
折
衝
力 

・学校に対する保護
者等からの要望や
苦情に副校⻑と共
に対応し、解決す
ることができる。 

人
材 
育
成
力 

・学校の課題解決に
向けて、研修等に
ついて管理職に提
案し、教職員を指
導・育成することが
できる。 

教
育
者
と
し
て
の
高
い
見
識

・東京都教育委員
会及び所属する区
市町村教育委員
会の教育目標や
教育施策について
学び、日頃の教育
実践に生かしてい
る。 

教
育
課
題
に
関
す
る
対
応
力 

・教育課題について
の正しい認識に基
づき、自校の問題
点に気付き、管理
職に解決策を提案
し、課題解決に向
けた進⾏管理を⾏
うことができる。 
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東京都公⽴学校の校⻑・副校⻑及び教員

教 員 
 教諭 主任教諭

指導教諭 基礎形成期 伸 長 期  充 実 期  
１～３年目 ４年目～ ９年目～ 

○教員としての基礎的な
⼒を⾝に付ける。 

○教職への使命感、教育
公務員としての自覚を
⾝に付ける。 

○知識や経験に基づく
実践⼒を⾼め、初任
者等に助言する。 

○主任教諭を補佐し、
分掌組織の一員とし
て貢献する。 

○校務分掌などにおける学
校運営上の重要な役割
を担当する。 

○同僚や若⼿教員への指
導的役割を担う。 

○⾼い専門性と優れた指
導⼒を⾝に付け、都公
⽴学校教員全体の授
業⼒の向上を図る。 

     

 
人
材
育
成
の
基
本
的
な
事
項 

学
習
指
導
力 

・学習指導要領の趣旨を踏まえ、ねらいに迫るための
指導計画の作成及び学習指導を⾏うことができる。 

・児童・生徒の興味・関心を引き出し、個に応じた指導がで
きる。 

・主体的な学習を促すことができる。 
・学習状況を適切に評価し、授業を進めることができ
る。 

・授業を振り返り、改善できる。 

・児童・生徒の主体的な学
習を促し、若⼿教員の模範
となる授業ができる。 

・若⼿教員の指導上の課題
を捉え、助言・提案等ができ
る。 

・授業改善や授業評価に 
ついて、実態や課題を捉 
え、解決策を提案でき 
る。 

・自らの授業を積極的に
公開するとともに、自校
又は他校の求めに応じて
授業を観察し、指導・助
言することができる。 

・教科指導資料等の開
発、模範となる教科指導
のための教材開発等を⾏
うことができる。 

生
活
指
導
力
・
進
路
指
導
力 

・児童・生徒と信頼関係を
構築して、授業、学級で
の規律を確⽴できる。 

・生活指導上の問題に直
面した際、他の教員に相
談しながら解決できる。 

・児童・生徒の状況に応じ 
たキャリア教育の計画を⽴ 
てることができる。 

・他学年や他学級の生
活指導上の問題につ
いて、共に対応したり、
効果的な指導方法に
ついて助言したりでき
る。 

・児童・生徒の個性や能
⼒の伸⻑並びに社会
性の育成を通して自己
実現を図る指導を⾏う
ことができる。 

・若⼿教員が抱える課題に
気付き、解決に向け指導・
助言することができる。 

・児童・生徒に自己有用感
をもたせることができる。 

・自校の課題について、解 
決策を提案することができ 
る。 

・児童・生徒の観察や他
の教員からの情報収集
に基づき、自校の生活
指導・進路指導の課題
を捉え、管理職と連携し
て、改善策を提案し、実
⾏することができる。 

・指導方針や指導方法の
徹底に向け主任教諭等
への指示や連絡・調整を
⾏うことができる。 

・児童・生徒の個性や能
⼒を把握し、自己実現
に向けた生活指導・進
路指導の計画・実施を
⾏うことができる。 

外
部
と
の
連
携
・
折
衝
力

・課題に応じて保護者や
地域、外部機関と連携を
図り、学年主任の助言に
基づいて、解決に向けて
取り組むことができる。 

・保護者会等の進め方を
理解し、保護者に伝える
内容を整理するとともに、
信頼関係を構築すること
ができる。 

・保護者・地域・外部機
関と協働し、課題を解
決することができる。 

・学校からの情報発信や
広報、外部からの情報収
集を適切に⾏うことができ
る。 

・外部機関等に対し学校の
考えを明確に示すとともに、
情報収集を適切に⾏うなど
して、円滑な関係を築くこと
ができる。 

・保護者・地域・外部機関と
協働し、教育活動をより⾼
いものにできる。 

・保護者・地域・外部機
関からの苦情や要請に対
して、円滑かつ迅速な対
応を図ることができる。 

・模範授業及び公開授業
を実施し、教科等の指導
技術を普及することができ
る。 

学
校
運
営
力 

組
織
貢
献
力 

・組織の一員として校務に
積極的に参画できる。 

・上司や先輩へ適切に報
告・連絡・相談するなど、
円滑なコミュニケーションを
図り校務を遂⾏できる。 

・担当する校務分掌につ
いての企画・⽴案や改
善策を提案できる。 

・上司や同僚とコミュニケ
ーションを図りながら、円 
滑に校務を遂⾏でき
る。 

・主幹教諭を補佐し、職務
を遂⾏するともに、担当する
校務分掌の職務について、
教諭等に指導・助言ができ
る。 

・学校の課題を捉え、校⻑・
副校⻑や主幹教諭に対応
策等について提案できる。 

・各会議や校務を遂⾏す
る場において、校⻑の経営
方針を周知徹底し、学校
運営を⾏うことができる。 
・教科指導⼒向上に必要な
研修や校内研究等の企画
を提案し、実施できる。 

 
教
育
課
題
に
関
す
る

対
応
力 

・教育課題に関わる法的
な位置付けや学習指導
要領の記述を確認するな
どして課題に対する知⾒
をもち、主体的に対応す
ることができる。 

・教育課題についての理
解を深め、主任教諭を
補佐し、分掌組織の一
員として、課題解決の
ために貢献できる。 

・教育課題に関する校務分
掌での重要な役割を担い、
主幹教諭を補佐するととも
に、同僚や若⼿教員に対し
て適切な助言ができる。 

・教育課題について⾼い
専門性と優れた指導⼒ 
を⾝に付け、学校組織 
における中心的な役割 
を担うとともに、管理職を
補佐し、教員の対応⼒ 
向上に関して適切に指
導・助言できる。 
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としての資質の向上に関する指標 

教員 教育管理職 

主幹教諭 副校⻑ 校⻑ 
  
○学校運営組織におけ 

る中心的な役割を担う。 
○管理職を補佐し、教員 

を育成する。 

○学校経営の視点で、
組織目標の達成や人
的管理ができる⼒を
⾝に付けるとともに、
所属職員の人材育成
について責任をもつ。 

○教育者として⾼い⾒
識をもち、広い視野
で学校経営ができる
⼒を⾝に付けるとと
もに、副校⻑等の
人材育成について
責任をもつ。 

  
・年間授業計画の実施 
状況を把握し、学年主 
任や教科主任に指導・ 
助言できる。 

・学校全体の年間授業 
計画や授業改善推進 
プラン、個別指導計画、 
評価計画等を作成する 
ことができる。 

学
校
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
事
項 

学
校
経
営
力 

・校⻑の経営方針を踏ま
え、学校が組織として機
能するよう、全教職員を
適材適所に配置して、
課題を解決できる。 

・学校経営目標達成
のため、学校経営上
の課題を早期に把握
し、課題解決のため、
組織的に学校改革
を推進することができ
る。 

・児童・生徒の観察や他 
の教員からの情報収集 
に基づき、自校の生活 
指導・進路指導の課題 
を捉え、管理職と連携し 
て、改善策を提案し、実 
⾏することができる。 

・指導方針や指導方法の 
徹底に向け主任教諭等 
への指示や連絡・調整を 
⾏うことができる。 

・児童・生徒の個性や能 
⼒を把握し、自己実現 
に向けた生活指導・進 
路指導の計画・実施を 
⾏うことができる。 

外
部
折
衝
力 

・保護者や地域、関係
機関の意⾒や要望を
的確に把握し、外部人
材活用や関係諸機関
との連携を積極的に進
めて、校⻑の助言を受
け、適切に対応できる。 

・保護者や地域、関
係機関等との信頼関
係を築き、適切に外
部人材を活用した学
校経営ができる。 

・保護者・地域・外部機 
関からの苦情や要請に 
対して、円滑かつ迅速な 
対応を図ることができる。 

・外部への情報発信や広 
報について、管理職と 
連携して、ねらいに基づ 
いた計画を⽴て、実施 
することができる。 

人
材
育
成
力 

・校⻑と共に授業観察
等を積極的に⾏い、全
教職員の適性や能⼒
を把握し、個々の職員
に合った人材発掘と人
材育成ができる。 

・人事考課制度を有
効に活用し、教員の
能⼒開発を⾏うととも
に、副校⻑や管理職
候補者等の人材発
掘と人材育成ができ
る。 

・各会議や校務を遂⾏す 
る場において、校⻑の経 
営方針を周知徹底し、 
学校運営を⾏うことがで 
きる。 

・校務分掌全体の進⾏管 
理や分掌間の調整をす 
るとともに、管理職と⼗ 
分協議して学校運営を 
することができる。 

教
育
者
と
し
て
の 

 
 

 

高
い
見
識 

・研修や自己啓発を通
して、学校の危機管
理、学校マネジメントや
経営哲学等を学び、実
践することができる。 

・教育に対する地域、
保護者等都⺠の期
待や保護者のニーズ
を把握し、⾼い⾒識
や教育理念に基づい
た学校経営を⾏い、
期待に応えることがで
きる。 

 
・教育課題について⾼い 
専門性と優れた指導⼒ 
を⾝に付け、学校組織 
における中心的な役割 
を担うとともに、管理職を 
補佐し、教員の対応⼒ 
向上に関して適切に指 
導・助言できる。 

・教育課題についての⾼い⾒識をもち、自校の教育目標の実
現に向けて適切に対応することができる。解決に向けた目標
設定を⾏い、的確に役割指示と組織編制を⾏い、⾒通しを
もって進⾏管理及び評価・改善することができる。 

 教育管理職候補者
○副校⻑として必要な学校運

営ができる⼒を⾝に付ける。
○自校の課題について、管理

職の視点から解決策を⽴案
できる。 

学
校
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
事
項 

学
校 
経
営
力 

・学校経営方針に
基づき、担当した
分掌における課題
について解決策を
提案し、教職員を
支援・指導して課
題を解決できる。 

外
部 
折
衝
力 

・学校に対する保護
者等からの要望や
苦情に副校⻑と共
に対応し、解決す
ることができる。 

人
材 
育
成
力 

・学校の課題解決に
向けて、研修等に
ついて管理職に提
案し、教職員を指
導・育成することが
できる。 

教
育
者
と
し
て
の
高
い
見
識

・東京都教育委員
会及び所属する区
市町村教育委員
会の教育目標や
教育施策について
学び、日頃の教育
実践に生かしてい
る。 

教
育
課
題
に
関
す
る
対
応
力 

・教育課題について
の正しい認識に基
づき、自校の問題
点に気付き、管理
職に解決策を提案
し、課題解決に向
けた進⾏管理を⾏
うことができる。 
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教育課題 教 員 教 育 管 理 職 

グローバ
ル人材の 
育成 

・児童・生徒に対して、日本人としての自覚と誇りを涵養し、豊か
な国際感覚を醸成することができる。 

・児童・生徒に対して、積極的にコミュニケーションを図ろうとす
る態度を育成できる。 

・児童・生徒に対して、相⼿の意図や考えを的確に理解した上で、
論理的に説明したり、反論・説得したりする能⼒を育成できる。

・グローバル化についての⾼い⾒識をも
ち、自校の教育活動において、豊かな
国際感覚を醸成する指導ができてい
るかを把握し、教職員に対して適切な
指導・助⾔を⾏うことができる。 

人権教育
の推進 

・児童・生徒一人一人の人権に配慮して指導することができる。
・児童・生徒が人権課題について正しい理解と認識を深め、偏⾒や

差別意識を解消しようとする態度と実践⼒を育む指導ができる。

・人権尊重についての⾼い⾒識をもち、
自校の教育活動において、様々な偏⾒
や差別等をなくす指導ができている
かを把握し、教職員に対して適切な指
導・助⾔を⾏うことができる。

道徳教育
の推進 

・児童・生徒に、他者への思いやりや、かけがえのない生命を大切
にする気持ちを育むことができる。 

・よりよく生きるための基盤となる道徳性を、児童・生徒自らが
考え、議論し、⾏動しながら⾝に付けられる指導ができる。 

・学校、家庭、地域が連携し、子供たちの豊かな心の育成を図る
ことができる。

・児童・生徒がよりよく生きるための基
盤となる道徳性を⾝に付けることが
できるよう、教育活動全体及び保護者
や地域、関係機関等と連携して子供た
ちの豊かな心の育成を図ることがで
きる。

不登校に 
関する 
事項 

・児童・生徒にとって魅⼒ある学級をつくり、豊かな人間関係を
育むことができる。 

・不登校の予兆についての気付き、積極的な声掛けや関わりなど、
未然防止とともに初期段階での改善・解消に取り組むことができ
る。 

・不登校になったきっかけや継続理由を把握し、その児童・生徒に必要
な⽀援を保護者や関係機関と連携を図りながら⾏うことができる。

・不登校及び不登校傾向の児童・生徒と
その保護者に対する必要な⽀援や関係
機関等との連携等について、⾼い⾒識
をもち、教職員に対して適切な指導・
助⾔を⾏うことができる。 

障害のあ
る子供た
ちの多様
なニーズ
への対応 

・障害のある児童・生徒一人一人の能⼒を最大限に伸⻑するために、
児童・生徒の実態を的確に把握して適切な指導・⽀援ができる。 

・本人・保護者と合意形成を図り、障害のある児童・生徒一人一人に
対して合理的配慮ができる。 

・特別⽀援教育についての⾼い⾒識をも
ち、自校の教育活動において、必要な
合理的配慮等が組織的に⾏われるよ
う、教職員に対して適切な指導・助⾔
を⾏うことができる。 

いじめに 
関する 
事項 

・いじめや自殺等の防止に向けて、いじめの未然防止、早期発⾒、
早期対応等の具体的な取組を組織的に推進することができる。 

・児童・生徒の主体的な⾏動を促す指導を、保護者や地域・関係
機関等と連携しながら組織的に⾏うことができる。

・いじめ等を早期に把握し、保護者や地
域・関係機関等とも連携しながら解決
に向けて組織的に対応する教員集団
を育成することができる。

情報教育
の推進 

・児童・生徒に、情報活⽤の実践⼒、情報の科学的な理解、情報
社会に参画する態度を育成することができる。 

・授業において、ＩＣＴを効果的に活⽤することにより、児童・生
徒の学⼒の向上を図ることができる。 

・ＩＣＴを活⽤して校務の効率化を図ることができる。

・情報教育についての⾼い⾒識をもち、
自校の教育活動において、ICT を効果
的に活⽤した指導ができているかを
把握し、教職員に対して適切な指導・
助⾔を⾏うことができる。

オリンピッ
ク・パラリ
ンピック教
育の推進 

・オリンピック・パラリンピック教育の目的や内容を正しく理解し、
組織的・計画的に推進することにより、児童・生徒に対して重点
的に育成すべき５つの資質を⾝に付けられるようにすることがで
きる。 

・東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を通じ、児童・
生徒一人一人の心と体に人生の糧となるレガシーを形成するた
めの指導ができる。  

・東京 2020 オリンピック・パラリンピ
ック競技大会を通じ、児童・生徒一人
一人の心と体に人生の糧となるレガ
シーを形成させるためにはどのよう
な教育活動ができるかを構想し、自校
の教育活動において組織的に推進す
ることができる。 

学校安全
に関する
事項 

・学校の安全管理について、教職員間の情報共有を確実に図りなが
ら自⾝の意識を⾼めるとともに、事件・事故に対して、迅速かつ
的確に判断し、対応することができる。 

・児童・生徒一人一人の健康状況等を確実に把握し、食物アレルギ
ー等に対する知識・理解を深め、適切に対応することができる。

・児童・生徒に対して、防災に関する知識、思考⼒、判断⼒や⾏ 
動⼒、危険を予測し回避する能⼒と他者や社会の安全に貢献で 
きる資質や能⼒を⾝に付けられるようにすることができる。

・施設等の安全管理、事件・事故への対
応、食物アレルギー等の学校の安全管
理に関する⾼い⾒識をもち、安全管理
に対して組織的に対応する教員集団
を育成するとともに、適切な判断・指
⽰を⾏うことができる。 

 指標の「教育課題に関する対応⼒」の具体的な項目について、以下のとおり、様々な教
育課題の中から、東京都教育施策大綱、東京都教育ビジョン等において⽰されている内容
に基づき、これからの東京都の学校教育を推進していく教員に求められる具体的な項目を
⽰しました。 
 なお、それぞれの教育課題の解決に実際に取り組んでいく教員と、各教育課題の解決に
向けた指導・助⾔及び組織的な体制づくりを推進する教育管理職とに分けて⽰しています。
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〈東京都教員育成協議会委員〉 

 職 氏 名 備考 

大学 

東京学芸大学 副学長 佐々木 幸寿 

玉川大学 教授 森山  賢一 

前帝京大学大学院 教職研究科長 高橋   勝 

国士舘大学 教授 藤井 千惠子 

明星大学 特任教授 小林  幹夫 

区市町村 
教育委員会 

台東区教育委員会 教育長 矢下   薫 

清瀬市教育委員会 教育長 坂田   篤 

八王子市教育委員会 指導担当部長 山下  久也 

学校 

あきる野市立東秋留小学校 校長 野村  友彦 

台東区立上野中学校 校長 上原  一夫 

都立板橋有徳高等学校 校長 竹村  恭一 

都立永福学園 統括校長 朝日  滋也 

教育庁 

教育監 
伊東   哲 会 長（～平成29年３月）

出張  吉訓 会 長（平成29年４月～）

指導部長 
出張  吉訓 副会長（～平成29年３月）

増渕  達夫 副会長（平成29年４月～）

総務部長 早川  剛生 

人事部長 江藤   巧 

教職員研修センター研修部長 
増渕  達夫 （～平成29年３月） 

大和  義行 （平成29年４月～） 

 

〈東京都教員育成協議会事務局〉   

【平成 28 年度】   

 職 氏 名 備考 

教育庁 

総務部教育政策課長 岡部     渉 

総務部企画担当課長 秋田  一樹 

指導部指導企画課長 冠木   健 事務局長 

指導部企画推進担当課長 榎並  隆博 副事務局長 

指導部主任指導主事 稲垣  達也 

人事部選考課長 落合  真人 

人事部職員課長 滝沢    毅 

人事部主任管理主事 平田  英司 

東京都教職員 
研修センター 

企画部企画課長 佐藤  聖一 副事務局長 

研修部教育開発課長 栗原  宏成 

研修部主任指導主事 清野   正 

   
【平成 29 年度】   

 職 氏 名 備考 

教育庁 

総務部教育政策課長 
岡部     渉 （～平成29年７月） 

曽根   稔 （平成29年８月～） 

総務部企画担当課長 西山 公美子 

指導部指導企画課長 建部     豊 事務局長 

指導部企画推進担当課長 榎並  隆博 副事務局長 

指導部主任指導主事 海老江 直子 

人事部選考課長 落合  真人 

人事部職員課長 滝沢    毅 

人事部主任管理主事 平田  英司 

東京都教職員 
研修センター 

企画部企画課長 児玉  大祐 副事務局長 

研修部教育開発課長 石田   周 

研修部主任指導主事 米村  珠子 
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教育課題 教 員 教 育 管 理 職 

グローバ
ル人材の 
育成 

・児童・生徒に対して、日本人としての自覚と誇りを涵養し、豊か
な国際感覚を醸成することができる。 

・児童・生徒に対して、積極的にコミュニケーションを図ろうとす
る態度を育成できる。 

・児童・生徒に対して、相⼿の意図や考えを的確に理解した上で、
論理的に説明したり、反論・説得したりする能⼒を育成できる。

・グローバル化についての⾼い⾒識をも
ち、自校の教育活動において、豊かな
国際感覚を醸成する指導ができてい
るかを把握し、教職員に対して適切な
指導・助⾔を⾏うことができる。 

人権教育
の推進 

・児童・生徒一人一人の人権に配慮して指導することができる。
・児童・生徒が人権課題について正しい理解と認識を深め、偏⾒や

差別意識を解消しようとする態度と実践⼒を育む指導ができる。

・人権尊重についての⾼い⾒識をもち、
自校の教育活動において、様々な偏⾒
や差別等をなくす指導ができている
かを把握し、教職員に対して適切な指
導・助⾔を⾏うことができる。

道徳教育
の推進 

・児童・生徒に、他者への思いやりや、かけがえのない生命を大切
にする気持ちを育むことができる。 

・よりよく生きるための基盤となる道徳性を、児童・生徒自らが
考え、議論し、⾏動しながら⾝に付けられる指導ができる。 

・学校、家庭、地域が連携し、子供たちの豊かな心の育成を図る
ことができる。

・児童・生徒がよりよく生きるための基
盤となる道徳性を⾝に付けることが
できるよう、教育活動全体及び保護者
や地域、関係機関等と連携して子供た
ちの豊かな心の育成を図ることがで
きる。

不登校に 
関する 
事項 

・児童・生徒にとって魅⼒ある学級をつくり、豊かな人間関係を
育むことができる。 

・不登校の予兆についての気付き、積極的な声掛けや関わりなど、
未然防止とともに初期段階での改善・解消に取り組むことができ
る。 

・不登校になったきっかけや継続理由を把握し、その児童・生徒に必要
な⽀援を保護者や関係機関と連携を図りながら⾏うことができる。

・不登校及び不登校傾向の児童・生徒と
その保護者に対する必要な⽀援や関係
機関等との連携等について、⾼い⾒識
をもち、教職員に対して適切な指導・
助⾔を⾏うことができる。 

障害のあ
る子供た
ちの多様
なニーズ
への対応 

・障害のある児童・生徒一人一人の能⼒を最大限に伸⻑するために、
児童・生徒の実態を的確に把握して適切な指導・⽀援ができる。 

・本人・保護者と合意形成を図り、障害のある児童・生徒一人一人に
対して合理的配慮ができる。 

・特別⽀援教育についての⾼い⾒識をも
ち、自校の教育活動において、必要な
合理的配慮等が組織的に⾏われるよ
う、教職員に対して適切な指導・助⾔
を⾏うことができる。 

いじめに 
関する 
事項 

・いじめや自殺等の防止に向けて、いじめの未然防止、早期発⾒、
早期対応等の具体的な取組を組織的に推進することができる。 

・児童・生徒の主体的な⾏動を促す指導を、保護者や地域・関係
機関等と連携しながら組織的に⾏うことができる。

・いじめ等を早期に把握し、保護者や地
域・関係機関等とも連携しながら解決
に向けて組織的に対応する教員集団
を育成することができる。

情報教育
の推進 

・児童・生徒に、情報活⽤の実践⼒、情報の科学的な理解、情報
社会に参画する態度を育成することができる。 

・授業において、ＩＣＴを効果的に活⽤することにより、児童・生
徒の学⼒の向上を図ることができる。 

・ＩＣＴを活⽤して校務の効率化を図ることができる。

・情報教育についての⾼い⾒識をもち、
自校の教育活動において、ICT を効果
的に活⽤した指導ができているかを
把握し、教職員に対して適切な指導・
助⾔を⾏うことができる。

オリンピッ
ク・パラリ
ンピック教
育の推進 

・オリンピック・パラリンピック教育の目的や内容を正しく理解し、
組織的・計画的に推進することにより、児童・生徒に対して重点
的に育成すべき５つの資質を⾝に付けられるようにすることがで
きる。 

・東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を通じ、児童・
生徒一人一人の心と体に人生の糧となるレガシーを形成するた
めの指導ができる。  

・東京 2020 オリンピック・パラリンピ
ック競技大会を通じ、児童・生徒一人
一人の心と体に人生の糧となるレガ
シーを形成させるためにはどのよう
な教育活動ができるかを構想し、自校
の教育活動において組織的に推進す
ることができる。 

学校安全
に関する
事項 

・学校の安全管理について、教職員間の情報共有を確実に図りなが
ら自⾝の意識を⾼めるとともに、事件・事故に対して、迅速かつ
的確に判断し、対応することができる。 

・児童・生徒一人一人の健康状況等を確実に把握し、食物アレルギ
ー等に対する知識・理解を深め、適切に対応することができる。

・児童・生徒に対して、防災に関する知識、思考⼒、判断⼒や⾏ 
動⼒、危険を予測し回避する能⼒と他者や社会の安全に貢献で 
きる資質や能⼒を⾝に付けられるようにすることができる。

・施設等の安全管理、事件・事故への対
応、食物アレルギー等の学校の安全管
理に関する⾼い⾒識をもち、安全管理
に対して組織的に対応する教員集団
を育成するとともに、適切な判断・指
⽰を⾏うことができる。 

 指標の「教育課題に関する対応⼒」の具体的な項目について、以下のとおり、様々な教
育課題の中から、東京都教育施策大綱、東京都教育ビジョン等において⽰されている内容
に基づき、これからの東京都の学校教育を推進していく教員に求められる具体的な項目を
⽰しました。 
 なお、それぞれの教育課題の解決に実際に取り組んでいく教員と、各教育課題の解決に
向けた指導・助⾔及び組織的な体制づくりを推進する教育管理職とに分けて⽰しています。
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〈東京都教員育成協議会委員〉 

 職 氏 名 備考 

大学 

東京学芸大学 副学長 佐々木 幸寿 

玉川大学 教授 森山  賢一 

前帝京大学大学院 教職研究科長 高橋   勝 

国士舘大学 教授 藤井 千惠子 

明星大学 特任教授 小林  幹夫 

区市町村 
教育委員会 

台東区教育委員会 教育長 矢下   薫 

清瀬市教育委員会 教育長 坂田   篤 

八王子市教育委員会 指導担当部長 山下  久也 

学校 

あきる野市立東秋留小学校 校長 野村  友彦 

台東区立上野中学校 校長 上原  一夫 

都立板橋有徳高等学校 校長 竹村  恭一 

都立永福学園 統括校長 朝日  滋也 

教育庁 

教育監 
伊東   哲 会 長（～平成29年３月）

出張  吉訓 会 長（平成29年４月～）

指導部長 
出張  吉訓 副会長（～平成29年３月）

増渕  達夫 副会長（平成29年４月～）

総務部長 早川  剛生 

人事部長 江藤   巧 

教職員研修センター研修部長 
増渕  達夫 （～平成29年３月） 

大和  義行 （平成29年４月～） 

 

〈東京都教員育成協議会事務局〉   

【平成 28 年度】   

 職 氏 名 備考 

教育庁 

総務部教育政策課長 岡部     渉 

総務部企画担当課長 秋田  一樹 

指導部指導企画課長 冠木   健 事務局長 

指導部企画推進担当課長 榎並  隆博 副事務局長 

指導部主任指導主事 稲垣  達也 

人事部選考課長 落合  真人 

人事部職員課長 滝沢    毅 

人事部主任管理主事 平田  英司 

東京都教職員 
研修センター 

企画部企画課長 佐藤  聖一 副事務局長 

研修部教育開発課長 栗原  宏成 

研修部主任指導主事 清野   正 

   
【平成 29 年度】   

 職 氏 名 備考 

教育庁 

総務部教育政策課長 
岡部     渉 （～平成29年７月） 

曽根   稔 （平成29年８月～） 

総務部企画担当課長 西山 公美子 

指導部指導企画課長 建部     豊 事務局長 

指導部企画推進担当課長 榎並  隆博 副事務局長 

指導部主任指導主事 海老江 直子 

人事部選考課長 落合  真人 

人事部職員課長 滝沢    毅 

人事部主任管理主事 平田  英司 

東京都教職員 
研修センター 

企画部企画課長 児玉  大祐 副事務局長 

研修部教育開発課長 石田   周 

研修部主任指導主事 米村  珠子 
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【平成 29 年度】  

 職 氏 名 

教育庁 

指導部企画推進担当課長 榎並   隆博 

指導部主任指導主事 海老江 直子 

指導部主任指導主事（～平成29年9月） 奥住   秀之 

指導部指導企画課指導主事 三田  典子 

指導部指導企画課指導主事 鈴木   太郎 

指導部指導企画課指導主事 關口  智子 

東京都教職員 
研修センター 

企画部企画課長 児玉  大祐 

研修部授業力向上課長 堀田   直樹 

研修部教育開発課長 石田    周 

研修部主任指導主事 米村  珠子 

企画部企画課統括指導主事 山本  浩司 

研修部教育経営課統括指導主事 長町   正弘 

研修部授業力向上課統括指導主事 小須田 哲史 

研修部専門教育向上課統括指導主事 橋本   勇一 

研修部教育開発課統括指導主事 吉川    正 

研修部教育開発課統括指導主事 高瀬   智子 

企画部企画課指導主事 大城   裕司 

 

〈東京都教職課程カリキュラム作業部会〉  

【平成 28 年度】  

 職 氏 名 

教育庁 

指導部企画推進担当課長 榎並  隆博 

指導部主任指導主事 稲垣  達也 

指導部指導企画課指導主事 明石  典子 

指導部指導企画課指導主事 鈴木  太郎 

東京都教職員 
研修センター 

企画部企画課長 佐藤  聖一 

研修部授業力向上課長 堀田  直樹 

研修部教育開発課長 栗原   宏成 

研修部主任指導主事 清野   正 

企画部企画課統括指導主事 小須田 哲史 

研修部授業力向上課統括指導主事 長町  正弘 

研修部授業力向上課統括指導主事 守屋  光輝 

研修部教育開発課統括指導主事 吉川   正 

研修部教育開発課統括指導主事 高瀬  智子 

研修部教育開発課統括指導主事 山本  浩司 
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